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【第３５報】新型コロナウィルス感染症に対する対応について（通知） 

 

令和４年１月６日付け竹教委教第１６５８号で新型コロナウィルス感染症に対する対応につ

いて通知したところですが、現在の感染状況に鑑み、部活動等（スポーツ少年団含む）及び一般

等の学校施設（体育館等）の利用について一部変更がありますので、通知いたします。 

つきましては、各学校・園での対応及び貴所属職員・保護者への周知をよろしくお願いします。 

 

※本通知【第３５報】は、令和４年１月２０日～当面の間の通知となります。 

今後、感染状況に応じ、本通知内容に変更がある際は【第３６報】として別途通知いたします。 

 

記 

 

１ 部活動等（スポーツ少年団含む）について ※県が緊急事態宣言を発令している期間 

（１） 令和４年１月２０日（木）～当面の間、原則として活動を休止する。 

ただし、九州・全国大会への派遣及び九州・全国大会の予選を兼ねる大会及びコンクール

等に限り、大会２週間前から感染拡大防止対策を徹底しながら、学校長の許可の下、活動

することができる。 

ただし、活動時間は平日９０分以内、土日休日は２時間以内とし、必要最小限の人数で行

うようにする。また、早朝練習や練習試合、合同練習等は行わないようにする。 

 

２ 一般等の学校施設（体育館等）の利用について ※県が緊急事態宣言を発令している期間 

（１） 令和４年１月２０日（木）～当面の間、利用を休止する。 
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